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県たばこ税（県税）／市町村たばこ税（市町村税）

製造たばこ本数（1,000本につき）×税率

税　率（1,000本につき）

平成30年10月１日〜 令和２年10月１日〜 令和３年10月１日〜

県 た ば こ 税 930円 1,000円 1,070円

市町村たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円

（注）平成30年度の税制改正により、税率が令和３年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。

　たばこの消費に対してかかるもので、たばこの価格の中に含まれています。

◆納 め る 人
　日本たばこ産業㈱、特定販売業者（輸入業者）、卸売販売業者が県内の小売販売業者にたばこを売り渡した
ときに、そのたばこの本数を基準として税が課せられます。この税は、たばこの小売価格の中に含まれていま
すので最終的には消費者が負担することになります。

◆納 め る 額

◆申告と納税
　日本たばこ産業㈱等が、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して、納めます。

◆そ の 他
　国にも同じように一定の金額がたばこ税として
納められています。

たばこは地元で買いましょう。
たばこ税は、たばこが買われた所の県や市町村の収入となって、役立てられます。

たばこ特別税（国）16.40円
県たばこ税　21.40円

市町村たばこ税
131.04円

国たばこ税
136.04円

580円

52.73円消　費　税（国）
地方消費税（県）

原材料・利潤など
222.39円

｝

定価580円（20本入）の紙巻たばこ
１箱あたりの税金

（令和３年10月１日以降の税率による）


